
障害を理由とする差別の解消の推進について 
 

 

○ 障害者差別解消法をご存知ですか 

 

平成２８年４月に「障害者差別解消法」が施行されました。  

この法律では、事業者は「障害を理由とする不当な差別的取扱い」が禁止されるとともに、

「障害者に対する合理的配慮の提供」に努めることとされています。  

各企業様におかれましては、法律の趣旨を踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に向

けた積極的な取組をいただきますようお願いします。 

 

「不当な差別的取扱い」とは 

障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否するこ

とや、サービスの提供にあたって場所や時間などを制限すること、障害のない人にはつけない

条件をつけること。 

【具体例】 

○障害を理由に窓口での対応を断る。 

〇聴覚障害のある人に手話通訳や筆談を利用せず、口頭のみで説明する。 

〇障害を理由に講演会やイベントへの参加を断る。 

〇時間がかかると考えて、障害のある人の対応を後回しにする。 

〇本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。 

○保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。 

○補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）を連れている障害のある人の入店を断る。など 
 

「合理的配慮」とは 

 障害のある人から、社会の中にあるバリアを除くために何らかの対応を必要としているとの

意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること。 

【具体例】 

○段差がある場合、車いすのキャスター上げ等の補助をしたり、段差に携帯スロープを渡す。 

〇目的の場所まで案内する際、障害のある人のペースにあわせた速さで歩く。 

○筆談、手話など障害に応じた方法でコミュニケーションを行う。 

○書類手続きの際、必要に応じて読み上げや記名等の代筆をする。  

〇長時間立って待つことに負担がある人が列に立って順番を待っている場合に、 

周囲の理解を得て、障害のある人の順番が来るまで席を用意する。  など 
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○ 障害者等用駐車区画利用証制度 

県では、障害者等用駐車区画利用証制度を実

施しており、障害のある人などの移動に配慮が

必要な方々に、障害者等用駐車区画を利用する

際に掲示する利用証を交付しています。        

障害のある人、難病患者や高齢者等が安心し 

て外出が出来るよう、障害者等用駐車区画の適 

正利用に御協力をお願いします。 

障害者等用駐車区画には、「車いす使用者用 

駐車区画」と「ゆずりあい駐車区画」の２種類 

があります。 

※遠くからでも分かるように青色で塗装してい 

ます。 

  

〇 知ってください！ ヘルプマーク 

外見からは障害などがあることが分からない方が、周囲に援助や配慮を必要としている 

ことを伝えるためのマークです。 

ヘルプマークを見かけたら・・・ 

〇電車・バスの中で、席をお譲りください。 

〇駅や商業施設等で、声をかけるなどの配慮をお願いします。 

〇災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。 

みなさんのご理解とご協力をお願いいたします。 

 

和歌山県では、企業等団体向けに、障害者差別解消法に関する研修や、手話に関する研修

を実施していますので、ご利用を希望される場合は、お気軽にお問合せください。 

 

《問い合わせ先》   和歌山県福祉保健部 福祉保健政策局 

                                     障害福祉課 計画調整班

TEL：073-441-2531  FAX：073-432-5567 



















障害者等用駐車区画の
適正利用にご協力を！
障害者等用駐車区画の
適正利用にご協力を！

制度の基本となるのは、一人ひとりのゆずりあいの心です。
必要な方が利用できるよう、ご理解とご協力をお願いします。

　障害のある方などのための駐車区画を適正にご利用いただくため、県が利用証を発行する制度が、平成28年１月から
始まります。
　対象となる駐車場は、公共施設など不特定多数の方が利用する施設の駐車場のうち、制度の対象として県に登録され
た障害者等用駐車区画（登録障害者等用駐車区画）です。
　登録障害者等用駐車区画として標示されている場所に駐車する場合は、和歌山県が発行する「障害者等用駐車区画利
用証」又は公安委員会が発行する「駐車禁止除外指定車標章」を掲示するようお願いします。

　公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテルなど、不特定多数の方が
利用する駐車場のうち、県に届出があり、カラーコーンや看板などで
「登録障害者等用駐車区画」として標示されている駐車区画です。
（県内の対象施設は県のホームページでご覧いただけます。）
　なお、「登録障害者等用駐車区画」として登録される区画には、白色
の車いすマーク（国際シンボルマーク）などが塗装された幅広の「車い
す使用者用駐車区画」と、「ゆずりあい駐車区画」（施設出入口近くの
通常幅）があります。

　登録障害者等用駐車区画に駐車する際に必要な利用証で県が発行しま
す。　　　　　　　　
　ただし、既に、公安委員会が発行する「駐車禁止除外指定車標章」を
お持ちの場合は、利用証として代用できます。
　なお、本県で交付した利用証は、他府県における同様の制度の駐車区
画でもご利用いただけます。

　申請書に必要事項を記入し、歩行が困難なことが確認できる書類を持参のうえ、申請窓口（裏面記載）にご提出くだ
さい（郵送での申請、代理人による申請も可能です。詳細は県のホ ームページでご確認ください）。 
　※詳しくは、裏面の『利用証の申請手続き』をご覧ください。

お問い合わせ先

登録障害者等用駐車区画とは

利用証とは

利用証の申込み

　和歌山県 福祉保健部 福祉保健政策局 障害福祉課
　〒640－8585（県庁専用） 和歌山市小松原通１－１
　電　 話 073－441－2532 ／ FAX 073－432－5567
　E-mail：e0404001@pref.wakayama.lg.jp
　県ホームページ http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/riyosho 

「わたしは停めません」～本当に必要な人のために～
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